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個人情報の収集の制限の適用を除外する事項について(答申) 
 
 
 
 平成 30 年 1 月 12 日付け法私第 3515 号で諮問のあったこのことについては、
審議した結果、別紙のとおり認めます。ただし、収集の制限に係る個人情報は、
個人の人格に深く関わるものであり、個人の権利利益を害するおそれが高いこ
とから、除外事項の類型に該当する場合であっても、収集を原則禁止する趣旨
を踏まえ、収集する必要性やその範囲を十分に検討し、事務に必要な範囲内で
最小限の収集とするとともに、収集後においてもその取扱いには特に慎重な配
慮を行ってください。 
また、判断がつきにくい場合は、当審査会の意見を聴くなど適切に対応して

ください。 
 



 
別紙 

＜取扱いに特に配慮を要する個人情報を例外的に収集できる場合＞ 
※収集する個人情報の詳細は以下のとおり。 
①人種、②信条、③社会的身分、④病歴、⑤犯罪の経歴、⑥犯罪により害を被った事実、 
⑦身体障害、知的障害、精神障害その他心身の機能の障害があること、⑧医師等により行われ
た健康診断その他の検査の結果、⑨医師等により行われた保健指導、診療、調剤に関すること 
⑩被疑者又は被告人として刑事事件に関する手続が行われたこと、⑪非行少年等として保護処
分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと 
 
○類型化するもの 

番号 類     型 
収集する

個人情報 
収集する理由又は必要性 

1 （栄典、表彰等） 
栄典、表彰等の選考を行うに当た

り、選考対象者、候補者の信条、犯罪
の経歴等に関する個人情報を収集す
る場合 

②⑤⑩ 功績調書の中には、信条に関する個人情報が含ま
れる場合がある。 
犯罪の経歴を有する者が栄典、表彰等を受けるこ

とは、社会通念上や県民感情等にそぐわないことも
あることから、候補者の選考等に当たって、犯罪の経
歴等の有無を確認することが必要な場合がある。 

2 （用地補償） 
公共事業に伴い、土地等を取得す

るに当たり、墳墓、神社、仏閣、教会
等の宗教施設の改葬、移転の費用や
供養、祭礼の補償を適切に行うため、
土地や家屋等の所有者の信条に関す
る個人情報を収集する場合 

② 墳墓、神社、仏閣、教会等の宗教施設の改葬、移転
の費用や供養、祭礼の費用の補償額算定のため、土地
や家屋等の所有者の信条に関する個人情報を収集す
る場合がある。 

3 
 
（作文等募集） 
コンクールや試験、委員等の選考

を行う中で、作文、論文等に含まれ

る取扱いに特に配慮を要する個人情

報を収集する場合 

 

①②③④
⑤⑥⑦⑧
⑨⑩⑪ 

収集する情報の中には、事務の性質上、取扱いに特
に配慮を要する個人情報が含まれる場合がある。 

4 （相談、要望、苦情等） 
相談、要望、陳情、意見、苦情等の

中で、取扱いに特に配慮を要する個
人情報を収集する場合 

①②③④
⑤⑥⑦⑧
⑨⑩⑪ 

相談等の中には、取扱いに特に配慮を要する個人情

報が含まれる場合がある。また、実施機関がこれらに

適切に対応するために、取扱いに特に配慮を要する

個人情報を収集する場合もある。 

 

5 
 

（診療、保健指導等） 
医療機関、保健所等の機関におい

て、患者や受診者に対する診察や治
療、疾病の予防等を行うに当たり、
取扱いに特に配慮を要する個人情報
を収集する場合 

①②③④
⑤⑥⑦⑧
⑨⑩⑪ 

医療機関や保健所等において、患者等の病状等に
合わせて的確な診察や治療、疾病の予防等を行うた
め、取扱いに特に配慮を要する個人情報を収集する
ことになる。 



 
別紙 

番号 類     型 
収集する

個人情報 
収集する理由又は必要性 

6 （宗教法人） 
宗教法人に関する事務を行うに当

たり、当該法人の関係者の信条に関
する個人情報を収集する場合 
 

② 宗教法人の活動状況の調査等を行うに当たり、当該
法人の関係者の信条に関する個人情報を収集する場
合がある。 

7 （争訟、交渉等） 
争訟、交渉等の事務を行うに当た

り、当事者や関係者に係る取扱いに
特に配慮を要する個人情報を収集す
る場合 

①②③④
⑤⑥⑦⑧
⑨⑩⑪ 

事務の性質上、取扱いに特に配慮を要する個人情報
を収集する場合がある。 

8 （一般に入手し得る情報） 
出版・報道等により一般に入手し
得る情報から取扱いに特に配慮を要
する個人情報を収集する場合 

①②③④
⑤⑥⑦⑧
⑨⑩⑪ 

事務の遂行上、出版・報道等により一般に入手し得
る情報から取扱いに特に配慮を要する個人情報を収
集する場合がある。 

9 （議会対応） 
議員の政党名、会派名、政治理念

等の信条に関する個人情報を収集す
る場合 

② 議会対応を行うに当たり、議員の所属政党名、会派
名、政治理念等の信条に関する個人情報を収集する
必要がある。 

10 （来訪者の受入） 
海外からの研修者、来客等の受入

れを行うに当たり、必要な個人情報
を収集する場合 

②④⑤⑦
⑧⑨⑩ 

 海外からの研修生や来客等を受け入れるに当た
り、滞在中の宗教に基づく食事の制限など生活習慣
の違いに適切に対応するとともに、滞在中の生活に
支障を来さないよう、また、研修生等としての適性を
判断するため、信条、犯罪の経歴、病歴等を収集する
必要がある。 

11 （職員の人事管理） 
職員の任免等を行うに当たり、必

要な個人情報を収集する場合 

④⑤⑥⑦
⑧⑨⑩ 

・非常勤職員及び臨時職員の任用に当たり、犯罪の経
歴、健康診断の結果等を収集することが必要な場合
がある。 
・職員（非常勤職員及び臨時職員を含む。）の適切な
配置、免職等を行うに当たり、病歴、障害の状況、健
康診断の結果等を収集する必要がある。 
・職員の懲戒処分を行うに当たり、犯罪の経歴等の必
要な情報を収集する場合がある。 

12 （職員及び議員の健康管理等） 
職員及び議員の健康管理等を行う

に当たり、個人情報を収集する場合 

④⑦⑧⑨ ・職員への助言・指導、職場での適切な措置など職員
の健康管理及び福利厚生に係る事務を行うに当た
り、病歴、障害の状況、健康診断の結果等を収集する
ことが必要な場合がある。 
・議員の健康管理を行うに当たり、病歴、健康診断の
結果を収集することが必要な場合がある。 

13 （教育） 
 入学者の決定や生徒等に対する教
育指導、生活指導、保健指導等を行
うに当たり、必要な個人情報を収集
する場合 

④⑤⑥⑦

⑧⑨⑩⑪ 

入学者の決定や生徒等に対する教育指導等を適切

に行うため、取扱いに特に配慮を要する個人情報を

収集する必要がある。 

 



 
別紙 

番号 類     型 
収集する

個人情報 
収集する理由又は必要性 

14 （職業訓練・研修等関係事務） 
職業訓練・研修等を行うに当たり、

必要な個人情報を収集する場合 
 

④⑦⑧⑨ 産業技術学院、農業大学校等において、学生等の入

退校等に関する事務や健康管理を適切に行うため、

病歴、障害の状況、健康診断の結果等を収集する必要

がある。 

 
15 （自立・社会参加促進支援） 

犯罪被害、病気、障害等により日
常生活への適応や社会参加が困難な
人への支援等を行うに当たり、必要
な個人情報を収集する場合 

④⑥⑦⑧
⑨ 

支援者等の状況等に応じて的確な支援等を行うた

め、犯罪により害を被った事実、病歴、障害の状況、

健康診断の結果等を収集する必要がある。 

16 
 

（イベント・講演会・試験等） 
イベント、講演会、試験等を開催

するに当たり、必要な個人情報を収
集する場合 
 

④⑦⑧⑨ 参加資格の確認、講師・参加者等の関係者に対し
て、適切な配慮をするため、病歴、障害の状況、健康
診断の結果等を収集する必要がある。 

17 （疾患等対策） 
特定の疾患、障害等を有する者に

対する支援や効果的な医療、介護、
保健、福祉施策を実施するに当たり、
必要な個人情報を収集する場合 

④⑦⑧⑨ 特定の疾患、障害等を有する者に対する検査、治療
費助成、サービス等の支援や、効果的な医療、介護、
保健、福祉施策を実施するため、病歴、障害の状況、
健康診断の結果等を収集する必要がある。 

18 （補助金等交付事務） 
各種の補助金等の事務を実施する

に当たり、必要な個人情報を収集す
る場合 

④⑦⑧⑨ 交付要件に該当するかを判断するため、病歴、障害
の状況、健康診断の結果等を収集する必要がある。 

19 （防疫対策事務） 
家畜伝染病等が発生した場合に防

疫作業に従事する者に係る必要な個
人情報を収集する場合 

④⑦⑧⑨  防疫作業に従事する者の従事の可否を判断するた
め、病歴、障害の状況、健康診断の結果等を収集する
必要がある。 
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○個別事務 

番号 事務名 所管課 収集する個人情

報 

収集する理由又は必要性 

1 建設業者等の指名停

止等の措置 

建設・技術課 ④⑤⑦⑧⑨⑩  指名停止等の措置を行うに当たり、措置要

件の該当性を判断するため、犯罪の経歴、病

歴等を収集する必要がある。 

 


